
平成２１年６月改正②

金沢市では、現下の厳しい雇用情勢の中でも、従業員の雇用維持に努力する市内中小企

業事業主を支援するため、休業等を行った事業主に対して休業手当等の一部を助成します。

【対象者】

平成21年４月１日以降に国の中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた、

市内中小企業事業主

※ 平成２１年４月１日以降に、国の中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる雇用調整を行った事業主に限る

【助成額】

休業手当等として国が算定した額 × １／５

（解雇等を行わない事業主・障害者に係る助成率の上乗せ適用を受けている場合は １／１０）

【助成期間】※初回申請はＨ２２年３月３１日までに国の支給決定を受けたものに限ります。

支給対象期間の初日から１年間
例）初回申請（支給決定されたもの） H21 年 4月 21 日～5月 20日の場合

H22 年 4月 20 日までとなり、Ｈ２２年４月１日～４月３０日というような

１年の末日をまたいでの支給対象期間の場合は日割りで申請することはできません。

【申請方法等について】

国の中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定後１か月以内に申請手続きを

行って下さい。（制度の詳細については労働政策課へ確認して下さい。）

※申請方法等については金沢市ＨＰからも確認できます。

「いいねっと金沢」― ビジネス情報 ― 雇用奨励金・助成金

【問い合わせ先】 金沢市産業局労働政策課

金沢市広坂１－１－１ 本庁舎５階

℡076-220-2199 FAX076-260-7191
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